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北九州市告示第２８２号 

 北九州市国民健康保険条例（昭和４２年北九州市条例第５３号）第１４条第

１項第１号、第１４条の１０第１項第１号及び第１４条の１５第１項第１号に

規定する国民健康保険料の平成２９年度における料率を決定したので、同条例

第１４条第３項の規定により次のとおり告示する。 

  平成２９年５月３１日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 基礎賦課額の所得割料率         １００分の８．２０ 

２ 後期高齢者支援金等賦課額の所得割料率  １００分の２．９０ 

３ 介護納付金賦課額の所得割料率      １００分の２．８０ 
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北九州市告示第２８３号 

平成２９年６月北九州市議会定例会を次のとおり招集する。 

平成２９年５月３１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 期日 平成２９年６月７日 

２ 場所 北九州市議会議事堂 
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北九州市告示第２８４号 

 北九州市指定金融機関等事務取扱規則（昭和３９年北九州市規則第５２号）

第３条第６項の規定により、次のとおり告示する。 

 北九州市総括出納取扱店、出納取扱店及び収納取扱店の指定（平成２８年北

九州市告示第２５３号）は、廃止する。 

  平成２９年５月３１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 総括出納取扱店 

  株式会社北九州銀行 本店営業部 

２ 出納取扱店 

区   別 取  扱  店 

門司区 株式会社北九州銀行 本店営業部 

小倉北区 株式会社福岡銀行 北九州営業部 

小倉南区 株式会社西日本シティ銀行 北九州営業部 

若松区 株式会社西日本シティ銀行 北九州営業部 

八幡東区 株式会社みずほ銀行 北九州支店 

八幡西区 福岡ひびき信用金庫 黒崎支店 

戸畑区 株式会社北九州銀行 本店営業部 

３ 収納取扱店 

  （別紙省略） 
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北九州市公告第３８３号 

 都市公園の供用を開始するので、都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第

２条の２の規定により、次のとおり公告する。 

平成２９年５月３１日 

                  北九州市長 北 橋 健 治   

１ 供用を開始する都市公園の名称、位置及び区域 

公園番号   名   称    位   置    区   域  

４７９７ 北九州市立石地公

園 

北九州市小倉南区

石田町１１番 

北九州市小倉南区

石田町１１番の一

部 

２ 供用開始の期日 

  平成２９年５月３１日 

なお、供用開始に係る区域を示す図面を、北九州市建設局公園緑地部公園

管理課において公告の日から２週間一般の縦覧に供する。 
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北九州市公告第３８４号 

 次のとおり応募者に資格条件を付与した企画競争方式に係る手続を開始する

。 

  平成２９年５月３１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 業務概要 

 （１） 業務名 小倉城天守閣展示リニューアル設計等業務 

 （２） 業務内容 小倉城天守閣の展示リニューアルに係る具体的な展示設

計を行う。あわせて展示リニューアルに先立って公開するシアター用の映

像制作を行う。 

 （３） 履行期間 契約締結日から平成３０年３月３０日まで 

２ 参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資

格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号）第７条第１

項の有資格業者名簿に記載されていること。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 

 （３） 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一

級建築士事務所としての登録を受けていること。 

 （４） 参加表明書提出時点において、民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）に基づく再生手続開始の申立て又は再生手続開始の決定がなされて

いないこと。 

 （５） 参加表明書提出時点において、会社更生法（昭和１４年法律第１５

４号）に基づく更生手続開始の申立て又は更生手続開始の決定がなされて

いないこと。 

 （６） 参加表明書の提出締切日から審査結果通知日までの間に、北九州市

（上下水道局、交通局及び病院局を含む。）から指名停止を受けている期

間中でないこと。 

 （７） 受託者に選定された場合、契約期間内に当該業務の完了が可能な体

制にあり、技術提案書提出時の総括責任者が当該業務を担当できること。 

 （８） 小倉城周辺魅力向上事業基本計画（平成２８年２月策定）に基づき

、信義に従い誠実に本業務を履行できる者 

 （９） 日本国内において、平成１９年４月以降に博物館（博物館相当施設
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及び博物館類似施設を含む。）又は歴史・人文系文化施設等の展示を主た

る機能とする建物の整備（リニューアルを含む。）に関する展示設計業務

（当該展示面積５００㎡以上）について、元請けとして業務を完了した実

績を有する者 

 （１０） 日本国内において、平成１９年４月以降に（博物館相当施設及び

博物館類似施設を含む。）又は歴史・人文系文化施設等において、２００

インチ以上の画面で上映される映像作品若しくは２Ｋ以上の画質で上映さ

れる映像作品の企画・設計、制作のいずれかに携わった実績を有すること

。 

 （１１） 本業務に一級建築士を１人以上配置できること。 

３ 参加資格を審査するための基準 

  第２項の参加資格の適合可否 

４ 受託候補者を選定するための評価基準 

 （１） 同種業務実績の状況 

 （２） 配置予定者の経歴・資格や協力会社等の妥当性 

 （３） 業務方針、実施体制及び業務工程の妥当性 

 （４） 課題テーマに対する技術提案の妥当性 

 （５） 業務経費の妥当性 

５ 手続等

 （１） 担当部局

   北九州市企画調整局都市マネジメント政策部都市マネジメント政策課

   北九州市小倉北区城内１番１号

   電話 ０９３－５８２－２０７６

 （２） 説明書の交付場所、交付期間及び交付方法

  ア 交付場所 第１号に同じ。なお、説明書は、北九州市企画調整局都市

   マネジメント政策部都市マネジメント政策課のホームページに掲載する

   。

  イ 交付期間 公告の日から平成２９年７月２１日まで（日曜日、土曜日

   及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

   休日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午後

５時まで

  ウ 交付方法 無償にて交付。なお、説明書の郵送又はＦＡＸによる入手

   申込みは認めない。

 （３） 参加表明書の提出場所、提出期間及び提出方法

  ア 提出場所 第１号に同じ。
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  イ 提出期間 公告の日から平成２９年６月１６日まで（日曜日及び土曜

日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで

  ウ 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期間内に必着のこと

。）

 （４） 技術提案書の提出場所、提出期間及び提出方法

  ア 提出場所 第１号に同じ。

  イ 提出期間 平成２９年７月１４日から同月２１日まで（日曜日等を除

く。）の毎日午前９時から午後５時まで

  ウ 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期間内に必着のこと

。）

６ その他

 （１） 手続において使用する言語及び通貨

  ア 言語 日本語

  イ 通貨 日本国通貨

  ウ 単位 日本の標準時及び計量法によるもの

 （２） 契約書の作成の要否 要

 （３） 関連情報を入手するための照会窓口 第５項第１号に同じ。

 （４） 詳細は説明書による。
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北九州市交通局公告第１５号 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平

成７年北九州市交通局管理規程第５号）第２条において準用する北九州市物品

等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８

号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

   平成２９年５月３１日 

                           北九州市交通局長  田 茂 人 

１ 物品等の名称及び台数 

  一般貸切旅客自動車（大型） １台 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市交通局総務経営課 

    北九州市若松区東小石町３番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成２９年５月１７日 

４ 落札者の名称及び住所 

    九州日野自動車株式会社 

    北九州市小倉北区西港町９３番１  

５ 落札金額 

    ３，７６０万円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  平成２９年４月３日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市監査委員告示第１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第２項の規定に基

づき、包括外部監査人の監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに補助で

きる期間を次のとおり告示する。 

  平成２９年５月３１日 

北九州市監査委員 江 本   均 

同        廣 瀬 隆 明 

同        香 月 耕 治 

同        福 島   司 

氏 名 住   所 補助できる期間 

小林 篤史 福岡県福岡市早良区西新二丁

目１１番１３－４０２号 

平成２９年６月１日から

平成３０年３月３１日ま

で 

小島 智也 福岡県北九州市八幡東区高見

二丁目１０番１－１１０７号 

平成２９年６月１日から

平成３０年３月３１日ま

で 

藤井 晋 福岡県北九州市八幡西区山寺

町２番１１号 

平成２９年６月１日から

平成３０年３月３１日ま

で 

﨑西 明子 山口県下関市秋根西町一丁目

８番１２－１００１号 

平成２９年６月１日から

平成３０年３月３１日ま

で 

村上 篤 福岡県大野城市中央二丁目４

番２４号 

平成２９年６月１日から

平成３０年３月３１日ま

で 

川名 大哉 東京都江東区住吉二丁目１４

番９－５０４号 

平成２９年７月１日から

平成３０年３月３１日ま

で 

馬田 裕佑 福岡県福岡市西区今宿東二丁

目５番１５号 

平成２９年６月１日から

平成３０年３月３１日ま

で 

横田 大斗 福岡県福岡市博多区住吉三丁

目８番３０－６１２号 

平成２９年６月１日から

平成３０年３月３１日ま

で 
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